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資料

コメント

イタリアの視点から見た二院制

芦田 淳

はじめに

凶会|叫書館の芦田でございま寸 c 今回は、私の台')1究しておりま寸イタリア議

会を念頭に開きながら、別分程l正のコメントをさせていただきたいと思います A

先ほどの日中市刊の中でも、レイフコハルトによって、 11本とイタリアは、とも

に権限が対等で構成が鋲似した「中間(['1強度の一院制」に分類されているとい

うJR摘がありました。ご存じのとおり、日本において、参議院の権限の強さ、

政党化を通じた衆議院との|可質問が指摘されておりま『が、この 2点に関して、

イタリアの両院は「対等で差掛のなし、」一院制と定ゑづけられておりますよう

に、上院の権限の白)さ、山院の|司質件は、より明確です口そこで、初めにイタ

リアの 院市11について筒中にお訴しさせていただきます。そのあとご、先ほと

の中|日l的結論のうち、「辿邦川ないし分権的な統治構造の回家におし通て、 院

市1Iを指向することが多い」というご指摘を、欧州諸問の泣況にあとはめど検討

してみたいと巴います。

イ51リアにおける現行二院制の特徴

まず、イタリアにおいてl川院の怯限が対等であることに関しては、「立il、権

能は両院が共同して行使寸るJ (憲法70条)、 l政府は両院の信イ丁を古しなけれ

ばならないJ (阿94条j といったYl(ll~ トの規定に志づし冶ていま T" 他方、 1"リ院

の構成に l差異のなl".iJ ことについては、 1選挙母体について、両院議員がす

べてのイタリア国民によって直接選出されること、 ~?)J~挙制陵も、窓辺、に「卜

|泣は什lを基礎として選ばれるJ (阿S7条)という制定があるものの、その叶格

は山院で|可株のものであること、③任期及び選挙期日が|司ーであることの一点

に拠っていますいただし、くわに|却して、 |院の選挙権及ぴ被選挙権年齢がそれ

ぞれiお歳とお歳であるのに刻し、上院のそれが25mと40歳という£異はありま

す。また、 l院議員の仔開Jについては、 1963年の憲法改ifにより卜院議員と揃

えられたのですが、それまでも r-I'-~j'~ O)任期満 fによる改選時に、上院を繰上

げ解散する」という子11、によって、実質的に同様の運用がされておりましたレ

ただ、これらの特徴 L特に権限のM~字引)は、議会の決定に各大な時1~1 を '~:L 、
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院制Jの比較制]陵論的枚討

政治的対すと柑挨って議会の機能小全を招いた要肉として長く批判されときた

ところですっ

現行二院制導入の経緯

ならば、 fロJ品、こうした制肢が導入されたのかc 現れの一院制は、 1948年のJl

和凶憲法により導人されたものです。それまでは、 18，1811にサルデー二号王凶

のカルロ・アルベルトにより削たされたアルベルト窓章により、非対等で構成

も相違したいわゆる貴校|沈型的上院が置かれておりましたわそして、第一次世

界大戦を縦亡、 1946年から1947年の憲法制定会議では、一つの王張が対立Lて

おりましたーそのひとつは、アルベルト管草に基っく 院制!の維持、もうひと

つは、フランス革命期の土権概念に基づく一院制の採肘でずりこの会議の主主

なアクタ は、路線こそ違うもののファシズム11仰jで共闘したキリスト数民主

党とイタリア川、片手党でした{上院の役割という悦内から見れば、前:r;は、当時

の熱狂的な改小機運を日にして、寸法において性急な決定を避け、 定の検討

時|削を健保するという同点から、 院川を主張しましたの他占、一院制を望ん

だ共産党は、第二院が当時の政治的パラ〆スを反映したものである限りにおい

て、その設置をす干認するにオ~りましたr この E味において、現行の上院は、い

わゆる熟置型の院むあることをはじめ、ある-'f'I!!正当初の設置意閃を反映したも

のといえるでしょう p これについては、後でも触れたいと思います。なお、先

ほど巾 Lrげた「卜院は州を志慌として選は守れる」という規定は、直接選挙に

よる卜院に対し、州議公等が上院議員を選ぶことが議論されたず1残で1が、上

院が地域代表であったとまでは言うことができないと思いまよ~とはいえ、こ

の規疋があったために、各院選挙制度の一首問、異なることとな t)、それが政治、

的な影響をワえるということが近年ありましたc といいますのは、現在、下院

選ザー制度は比例代表市[Jを基盤にしながら、全阿で杭大待出"をした政党又は政党

辿合に多数派フ。レミアムとして令議席の約S4%を配分「ることをう主めておりま

す。 他lJ、 11流選挙制度は、同桜の多数派プレミアムを州ごとに発動すること

を定めております}その結果、~)，政党辿合の得票が括抗 Lた20llh年総選挙に

おいて、かろうじて両院の多数派は同 であったものの、 |院における連介聞

の議席走は"1常に位少なものとなりました。そして、 2008年 1月には、上院の

イ刊jf干により政権が崩壊し、総卜げ総選挙を経亡、政佐が交代しました ここ

から、イタリアにおいても、(選挙制度の山IJ*Jにより、各抗争数派の相違は本

北it61(1. 223) 223 13181 



t交 手r

8uむなものでないl汁ム ζ ねLれ」が斗じf持台、「首ぃ二院市 (，.:j山Jくl

Eえるでしょう このほう¥f本から見て問心いのは、語法制定之設において、

地域代 μ~F5)'- と政能代れぶ分小らなる市 院がfcJ人かの子者同叶の有 JJ議員 l

からJtf業されてL、たこ tです。

現行二院制iこ対する改革案

riL -7した 対等ーで ~I，'-:-_~グ)~;\<ミ l マ';i:~'1 じついて、戦後、 どのような同

主しが~Jt~てされてきたか仁ついても少し削れてかまなげまず、制度改笠のため

に設買さ tl~/こ州院合計委員会が198;:)年に提出した支では、 ii. i'大j当日告を 7一定:二、

政凶統制l撚析を :GAに与えるここが持fE!，されていましナハ次に、 1997年ぃ害法

己主ょ 1"リ::;~合 iTîJ委員会が提出した憲法改 i 案 cu ， 下院 lfï去 J おけるよ陥な俊

越や政;千トの{三 jè ・八 1~-'f=:を行行辛抱全土j え、 !況に否、ザ、批判所判事ゃ占支えニt可担、

会議構成員等グ)J主任権や、地ノらお51b加えて冶 ';1: 治問えI~ 法案を者:~.ft: よる特日Ij

会日誌を認めるなど ペ， ~土 h 対等、守の見出しをめげていましたごそして、 ~CC同年

~ 1 Fj :'議えで可l1!::気れ、笠年日 n(;')/:i:l1t投票でィ、決主れと浩氏改止索lよ、 仁此

に地域〆i:;"i<:e.しての巴?目、をHコずる〆c.tに、 ド|宅促止の二院制と<JZl大きな

見古Lを含むものでし J そこでは、ま「、よ陀の構成に|脅して、 J戸~'íTの 313

らから2;;2ちに議員数字減ら〕、件以{にお C'ζ その川誠会涯学と同時に苦悩

自長選手でi雪山弐れる Lこととしていま1 次に、再院の権だに関しては、 ::Li.t、

lついて、 Jt則icL ，(与院のみで審議を千 lへ{人+r.rdd 院で審議を千 lへ{人芸を区
;;" :....、首拒の信任不信f下:つ，，'-C!j，、 f P'f~のみにその栴誌を与えて九、ますこ

他方 ト院は、 ijf，ヨりとして いj と州の古河合的 _，L '!J__ 千J~ における主iイ以別の確立

に問匂る次女について市議 J予行うこととしていまづ ま丈、改「案は、有l;iG訪

日しつ選挙権及び紋選示権年齢をIwj ーとしてし、ますが、名誌の権誌の見直'-J中

氏をわわせたものと、じ、とまずどえられるでしょろい直近(i)2C08-t総浸与を閉

まし-(~，、，院のよJ~手十河，見 l吉と出J戒代表たるト 1;んの設悼といっ内で l士、 J 

野党問での 致が凡ムれまし f。

欧州諸陵の上院における地域代表的性格の模索

二のよう(，，~イタ j アとは、現柱、件史的鮮高木(妥協 土きついた熱温44のと

~.-1+:nむには、 C 。モルターァノ ~'L ムイ 7 ウディがギ L;' ム J，! る}

[::;19 LiJ:G1 :j・2ニ2)222



院iL1cつ;じ.)(!VJIjt論的I主汁

|培か旬、担J.ekft"l，..型の 11培への恥、換が脱婦されごおりますが、このヴ景には、

欧州統合の逆戻ととちに、とりわけD¥)"T1t J~)， ~与にj:;!'んだ地忠分格化の剖討しがあ

りま j，'， [:ii]い~1J'~には、l;:i. 'I-j家ヴ為 ;'JながらJI'Iiこ広範在ヨ;むをH'J'I/、連n;市
i帝京にかなりこJよし l刈|吋家 (;:;;A(οrcgio川 Jr)J への殺f[::.~い行こと℃あり、->~

4主的;こは、 990年の新 l色方円治11、の山:J立をはじめ(:Lプjffi'，T.μ咋レベルのJ土""'.

を任て、。8C弓{;に憲法小ドゾ:. Jf!Uit引九を定めた部分 f泊三部fU5 中!が大;I'~

Jこl立il害計、什{等(/)十主主;刀、治まりま!た

Zて、託して、この叫ヨカらいくつ刀 o.欧州0)1士々を，，>(:)Uずてみたν}也

vミます口まず挙げ/:し λ乃は、出家形訟の阿「イヤ"ずの「州民家;と比較的似

た l自ifd-['::司家 lであり、 町市IJtJ) till-(C，もいまに;工|司じ熟慮号、，)色TJ.:，:，に人札り

れゐ人，ミインのきq列jです ス，ミインのト院は、ノこ民主i4ちのうち、川名が11治

什ぷ会iより遊間三れ、 ;~'~i)、 l 、 |陀 lよ地]~を代表 Tるぷ W-i-~ 日目条} と規定3

tOているものの、 iit示、[':?'古川約手J訴を代表するものど Lごは機能しできませ

人じしたこごれに対L、2礼子「に政特にちiJいたサパテロ政権!立、最終';0に増負担1

1よ〔ました古、 ニ'JLを地域代表型の院とす品主主法改止を提案!ておりますえ

次:一、亙史的には員 b~1宅型の~"~であ Q イ干りスの;佐 1，，-つい亡、 iヲロロ'1'1):

;;{駄に!iIiプいた本主こで、そり本質とされてきま L た寺、他 h で、 J&t~代表的

要玉をよ守人寸る劃JiFが志ったここはご;ヲ併のとお L'}です つまり ;JJ Lたプレ

?政権!-t!そに、地iJうJ、権(，d2¥-nJmionJ 0)コ住民と l氏改革ゃねび付 jにま七、公

選され t~ f院のト安レ異なる割、向性エして、 r'~g貫目の だ割合をJヨ万{七七、えて

民とし、て仁 iiJ ではなし、ものの、重}::七 i:t言と 1 て丸J~~~竜代表的iL43k を位置付ける

との持:tが見うれました仁勺山O年ト院:::::lj:cに渇する l す T_~会報告三 は r-.~h

jJ代夫減量的τ主山lおし て地iJの古格j省の戸が反l吹きれるノ十初みに土コて何:元

され戸、(政府A.tん女党か V)J討i;I!'.Lん指名出L，のt千一目を勧告お:) 続く -':!O(η

ι 十府1';""Il:<特別委員会~'~ :.i次--:;!ifi書 も、公安μ正員を地};氏支とよる，1.Jで共i昌

弘'!:f~~- ており圭仁たミ J ただ、 j完了τ、公選減員のご言じに係三J議論にお vミて、

←US(-'p-r¥I;lri;l Caste~I;\-AlldrHJ ， Th(! S川"油 11UO旬刊I叫ω¥'tatr:. 持会川 j¥学 11，

r!:':ツノポジウム F先!呈上Jエ二十二LJZA同におけるた)J丸、格改半 l地域化:と直川

(;-;('09年 i月5I i': おけも報告;

)イギリスグ〕上院改草については、が十和朗， ?ギ:)ス憲法における河町出Ij，'J七

以;tW~?叶究J 井口 18. 19 ~J 、 2UC~- 午、 )1). 1 -''21)えひ田中嘉彦 'I..'..iでiプレア

政権卜の貴校~;~改革: 結 託υ情成こ絞能 J ' 情;上半』氏当 1土、 2ω9::q:

~Lì:j、 ('::1 U.~こ])2， IJ担)I 



t交 手r

地方 {t}~:~主 EZ の J年 7、 L山、う考え方宵 4もがj~-; を沿めているのかについては 筏ほ

どご欲不c，ただければy-いです口

また、 J ブンスにおいししLilま Jし配ドの J~1方公)1，団体の1-t-i、 (24，1:::;-).J員〉
J憲法亡規定されておりますが、その役:引の肝に才jL、ては.-t'L晶、型のなと じての

tf.十Fが:;ill'，'ζ 思いま，. e.かL、えり年代以玲(7)~:也与一分'"の抗 tt を1'-1z-;，-( 巳り:00日

イの憲法改!に」っし v、わぱ主!Uij)権を憲法的にJf'、認Lたにことは、今，{O¥べた

さu、仁グ)r院の凶;古とあわせ一 連tliむ'111::家における h院のよ〉な芯誌がf.J-I-j-?
れ。ことはなし ιまでも、 1.1:~é的行 tr:: なんムかの影響を守える可能性がヰノみの

ごはノ〉い寸 L ょうかれ /j お、|弓j午 bこは、ーニ定議員選挙制度の仁~~:~もれわれてお

りますハ Fλ した 1むO)jlIJ;r才とj主古;11をとのように;;えるここが-C'"{.るか、ぜひ
)専門にイtIt究をされていゐ方!おうかがL什〆たν、と~ろてす

むすびにかえて

/タ 'J アにおし 2 亡、 8C/~ ，tt. 'ff工、芸名な景i1/ず者じ告i1、裁判所の長官もおめ
ーで 、 }レ

にノ、ブア fノ iム い;:'I:J ;6'ヲミ際(._~ 'i~、'!-/であぷと τ、われる 1 ;:1京ノ万三ぞ;土、 i主?市川人

はそのょっ:"=待L亡し 1るF:々 、コムにl土、 Jド市μ地五分維の進んどF司々である

どにtべましたム 本:1内議論、またイタ 'j"/(/)併殺?了を踏まえ、ょ民;之花、仁、

手}ly支のノ工はあれ e 二:二の地域を忠陪こ寸る代去に岱つ -C，!再戎されることも多く、

と i.) わけこ~J:与の岳、州諸→jにおいては、 u，乙 i ，~M ~__、Ei:1 H三 σ と去);をなす地iJ

分十主化の潮流を iぇi央L亡、地域代氏的なγi椛をよりヰi詩的、連邦制に白ける l院

('=1に"位置付けを与えよろと写る傾向、 'lなくともそうした事例をし、くつか日

£二と刀言、ずえると百えるぴJ じはないごしょっ iJ¥ただ イタりアグ)，立ι家も!-)O

1 代までは可院 1111 の絞ヨb/託子日計したものであり、~，Ç:JJ':~Iの従来の参議 l;iG~土

木;宅等をQc:も、いわゆる医足代表 Jづる I定(，::':Z'J'~、 i定子どのような役割を

持コかについては、周到。)T)(;:';~ì ・社会わ、況の変'1::.を反叫して、期待されるイメ

ジも年1絞t笠主芯か、JつJも、f化じすふも d山Jパ寸で戸まあ"るうと

こうし丈 11院L位工σの〕ぺ止:訓:U見;;J 投ひぴa機能をとζ; う 7完三めるかピ、その-;:iltJ:k:見 O):~~WI }j}}、のi，-，土計

:ユ直接主関係があるレ，r;-'，..、まイギリス h お:jる、上院の停lijlヲf己行廷とい

;; ，y、 }p 三三1---:i02

1 今~ì \T ;O P~dadiL.， Tipolop;ia t JOelcla江ientig;llStiÜC~:ti市 i ciel bょC3n-..εr2 lìs~nc. 11 caso 

"叶I，:nu，Qwu!CY1!ι cosl1fn;n叫川li，1984， 11.2， :d20 

[::;2l LiJ:Gl :j・:2~O)22つ



院iL1cつ;じ.)(!VJIjt論的I主汁

う機能 γ 議EZの非公選性HJl関係(土.1"の 伊:J/，'(e.思います 〉はいえ、完況に

は医者監を作うことド予想さnるものの、;'C;よ引地域代表イこ乞ぞれ[ めさわ〕い

と学部ほの俣告は、 !J干日 j-:，0Yζ いえるのとはと主い :::"1ょ人かっ

次;ご、 この被能J構成の陪j，f:.ご<_-:::.，.、て Jム Jタリアの経以から、 I，¥.J与で主

要のなしつ l付院'~'IJ に ÎC! '-、総合L句いおLて干官補:ウなIf卜HLけはなかなか!fiI'~;"刊っ

さは仕し，7;-と Hf、いま j イタリア人 i本とi円禄 1~J:主すぎる i 土防いな;'; i~ る

という問題に対し1 、 :~Ü、 l立 il を詳すた際に採らオした1Jノ来;よ、 τ:)]め (.:'':11) ト ~y

たよう γ、できるiR:}胃|誌の構成タ相似さゼる己い斗ことでし七 iエイ|も、選

挙権午怖の差異や多数派プレミアムの完封J単位を刈院間合J刀えようという提案

か、 {j))な政治了おかりrrわれ Lおりま γつこれは、 r-，評議1;¥(/)1;注目作 を -~r

↑可 l 確保するかという円本のF長奇布とは J~: 、 ζミ呉を Tll: ~i:lJ' にjべくす Jうとしう 1j')

j;ごすが、これを突き話めれば、いわば 況だl的?な活用iよりr::L行の一:乙市iか

ら生ずる国雑を九三!')LJJろうルしてきに'"百えるかもしれま trん とは 1，'え、子

はり、子れは本~にとげま~:.'l:.Z ，']'，が政治的に実現|本町仕な;品什小川ァカンド ベ

スドJ であり、先;二述てた!吉近のイタリアの主主法改正索も rjl対等で構成の材F

l主した」二院制;への移行を志向Ltものでし主 総成:河 Lて ~j 、イタ 1]'( の

まx引の止す!な烹王ヂ認で為るケ 1]も、「構成の呉なぺた 恥山jモテルのノう

が怒れにいる Jと主主ノ-<'zいますドo H~)守、機誌の iillでは、すu、過刊に J__ 3い L政
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